
13.8 23.5 20.4 15.4 1.0

4基
4.4 35.1 14.3 20.4 0.7

4基
20.7 9.6 7.5 0.5 0.4

4基
33.6 5.0 7.9 1 17.9

4基
16.4 49.7 22.3 0.8

9.8 0.8

7.5 0.8

7.9 1.3

1.0 2.4

(km) (km) (km)
計 238.0 計 72.4 計 63.4

注）本事業に用いる車両の走行速度は15㎞/ｈを標準とする。

徳田森林事務所

ib10i1

自動撮影カメラ調査

徳田森林事務所

i11

i10

i12

i13

誘引捕獲

大子森林事務所

i4

i6

i7

i8

i9

i3

i2

i4

i5

i6

i7

i8

大子森林事務所

大子森林事務所

ib1

ib2

ib3

ib4

ib5

瞬間サンプリング法

八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業（R7補正翌債）
自動撮影カメラ等設置・見回経路表（茨城署管内）

大子森林事務所

ib11

ib12

ib6

ib7

ib8

ib9



11.1 23.8 18.5 15.2

５基
9.1 24.7 13.2 0.3

５基
6.2 3.7 2.1 0.2

５基
3.9 9.0 15.3 0.2

2.9 28.3 13.6

7.8 0.2

10.0 0.3

13.2
25.2

2.1

(km) (km) (km)
計 155.8 計 49.1 計 55.2

注）本事業に用いる車両の走行速度は15㎞/ｈを標準とする。

八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業（R7補正翌債）
自動撮影カメラ等設置・見回経路表（棚倉署管内）

瞬間サンプリング法

ta9、10、11、12

棚倉町役場

ta2、3

ta4

ta5、6

ta7

ta8

t1 t11 t7

自動撮影カメラ調査 誘引捕獲

棚倉町役場 棚倉町役場 棚倉町役場

ta1

棚倉町役場

t5 棚倉町役場

t2 t12 t6

t3 t10 t8

t9

t6

t8

t4 t13

t7



9.9 10.8 8.2 5.4

5基
16.7 0.6 0.5 0.3

5基 11.4
20.3 0.8 2.0

0.3 0.6 12.7

9.5 0.5

23.5 0.5

2.9 0.7

14.6 1.2

1.5

(km) (km) (km)
計 97.7 計 22.8 計 34.9

注）本事業に用いる車両の走行速度は15㎞/ｈを標準とする。

et8

et9

et10

et11

et12

両郷出張所

瞬間サンプリング法

八溝山地域におけるニホンジカ生息状況調査及び誘引捕獲委託事業（R7補正翌債）
自動撮影カメラ等設置・見回経路表（塩那署管内）

e1、e2

自動撮影カメラ調査 誘引捕獲

e7

e5

須賀川出張所

et1

et2

et3

et4

et5

et6

et7

両郷出張所

須賀川出張所

黒羽支所 須賀川出張所

e10

e9

e7、e8

e5、e6

e4

e3


